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居宅介護支援事業所 【重要事項説明書】 
  ［2025年 4月 1日現在］ 

 

１.居宅介護支援事業所の概要 

事 業 所 名 松阪地区医師会 居宅介護支援事業所 

所   在   地 三重県松阪市白粉町 363番地 

経 営 法 人 名 公益社団法人 松阪地区医師会 

法 人 所 在 地 三重県松阪市白粉町 363番地 

事 業 所 の 指 定 番 号 ２４７０７０００２８ 

管 理 者 氏 名 武藤 幸子 

連 絡 先 直通 ０５９８－２３－６３０５ 

事 業 実 施 地 域 松阪市・多気郡 

営 業 時 間 

月～土  9：00～17：30 

（国民の休日、年末年始、松阪地区医師会の定めた日を除く） 

※24時間連絡体制 

当事業所の介護支援専門員(常勤職員)が輪番制で 

携帯電話(090-2685-5191)により連絡可能な体制をとっています 

職 員 体 制 

管理者    ：常勤 1名（主任介護支援専門員兼務） 

介護支援専門員：常勤 4名(内 4名主任介護支援専門員) 

        非常勤 2名 

事務員    ：非常勤 1名 

相 談 担 当 者 氏 名 

(担当介護支援専門員) 
               

相 談 窓 口 電 話 直通 ０５９８－２３－６３０５ 

 

2.サービス内容に関する苦情の受付 

(1)当事業所の居宅支援に関するご相談・苦情及び居宅サービス計画に基づいて提供してい

る各サービスについてのご相談・苦情を承ります。担当介護支援専門員又は管理者まで

お申し出ください。又、担当介護支援専門員の変更を希望される方はお申し出ください。 

(2)その他、当事業所以外の相談窓口 

   ・三重県国民健康保険団体連合会 ０５９－２２２－４１６５ 

   ・松阪市役所 介護保険課    ０５９８－５３－４０９１ 

   ・多気町役場 健康福祉課    ０５９８－３８－１１１４ 

   ・明和町役場 福祉総合支援課  ０５９６－６３－５４６１ 

   ・大台町役場 健康ほけん課   ０５９８－８２－３７８５ 

 

3.職員の業務内容 

職種 職 務 内 容 

介護支援専門員 ※居宅介護支援業務を行います。 

事 務 職 員 
給付管理関連業務：関連書類の確認・打込み、複写、ファイリング等。 

事業所への書類発送等業務。保険者との連絡調整や手続き関連業務。 

主治医への報告書類の発送・整理業務等。 
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4.居宅介護支援業務の内容 【付属別紙 1】参照 

居宅介護支援の内容 
介護保険適用

有無 

利用料 

（月額） 

利用者負担額 

（介護保険適用の場合） 

① 居宅サービス計画の作成  
左の①～⑦の

内容は、居宅

介護支援の一

連 業 務 と し

て、介護保険

の対象となる

ものです。 

下 表 の

とおり 

介護保険適用となる場合には、利

用料を支払う必要がありません。 

(全額介護保険により負担） 

但し、保険料の滞納により法定

代理受領ができなくなった場合、

1ヶ月につき要介護度に応じて下

表の金額を頂き、当事業所からサ

ービス提供証明書を発行いたし

ます。このサービス提供証明書を

後日保険者の窓口に提出すると、

全額払い戻しを受けられます。 

② 居宅サービス事業者との

連絡調整  
③ サービス実施状況の把

握、評価  
④ 利用者状況の把握  
⑤ 給付管理  
⑥ 要介護認定申請に対する

協力、援助  
⑦ 相談業務  

 

5．利用料及びその他の費用について 

要介護度区分 
介護支援専門員 

１人当たりの一月の取扱い件数区分 

要介護１・２ 要介護３・4・５ 

 

 

居宅介護 

支援費Ⅰ 

取り扱い件数 45件未満の場合 居宅介護支援費ⅰ 

10,860円 

居宅介護支援費ⅰ 

14,110円 

取り扱い件数 45件以上～60未満

の部分 

居宅介護支援費ⅱ 

5,440円 

居宅介護支援費ⅱ 

7040円 

取り扱い件数 60以上の部分 居宅介護支援費ⅲ 

3,260円 

居宅介護支援費ⅲ 

4,220円 

 

居宅介護支

援費Ⅱ 
(データ連携

システムの

活用かつ事

務員を配置） 

取り扱い件数 50件未満の場合 居宅介護支援費ⅰ 

10,860円 

居宅介護支援費ⅰ 

14,110円 

取り扱い件数 50件以上～60未満

の部分 

居宅介護支援費ⅱ 

5,270円 

居宅介護支援費ⅱ 

6,830円 

取り扱い件数 60以上の部分 居宅介護支援費ⅲ 

3,160円 

居宅介護支援費ⅲ 

4,100円 

※ 当事業所が運営基準減算に該当する場合は、上記金額の 50／100 又は 0／100 となりま

す。また、特定事業所集中減算に該当する場合は、上記金額より 2,000円を減額するこ

ととなります。 

加 算 加算額 内 容 ・ 回 数 等 

初回加算 3,000 円  

新規に居宅サービス計画を作成する場合 

要支援者が要介護認定を受けた場合に居宅サービス

計画を作成する場合 

要介護状態区分が２区分以上変更された場合に居宅

サービス計画を作成する場合 

入院時情報連携加算Ⅰ 

 

入院時情報連携加算Ⅱ 

2,500 円 

 

2,000 円 

入院日に病院等の職員に必要な情報提供をした場合

(Ⅰ） 

 

入院後 3日以内に病院等の職員に必要な情報提供をし

た場合(Ⅱ) 

通院時情報連携加算 500 円 

利用者が医師又は歯科医師の診察を受ける際に同席

し、医師又は歯科医師等に利用者の心身の状況や生活

環境等の必要な情報提供を行い、医師又は歯科医師等

から利用者に関する必要な情報提供を受けた上でケア

プランに記録した場合。1回/月を限度。 
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退院・退所加算（Ⅰ）イ 

退院・退所加算（Ⅰ）ロ 

退院・退所加算（Ⅱ）イ 

退院・退所加算（Ⅱ）ロ 

退院・退所加算（Ⅲ） 

4,500 円 

6,000 円 

6,000 円 

7,500 円 

9,000 円 
 

入院等の期間中に病院等の職員と面談を行い必要な情

報を得るための連携を行い居宅サービス計画の作成を

した場合。 

（Ⅰ）イ 連携１回 

（Ⅰ）ロ 連携１回（カンファレンス参加による） 

（Ⅱ）イ 連携２回以上 

（Ⅱ）ロ 連携２回（内１回以上カンファレンス参加） 

（Ⅲ）  連携３回以上（内１回以上カンファレンス参加） 

特定事業所加算（Ⅰ） 5,190 円 「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての

留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開

催すること」等厚生労働大臣が定める基準に適合する

場合（1件あたり一月につき） 

特定事業所加算（Ⅱ） 4,210 円 

特定事業所加算（Ⅲ） 3,230 円 

特定事業所加算（ A） 1,140 円 

特定事業所医療介護連携  

加算  
1,250 円 

特定事業所加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定している

等厚生労働大臣が定める基準に適合する場合（一月に

つき） 

タ ー ミ ナ ル ケ ア マ ネ ジ

メ ン ト 加 算  
4,000 円 

医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと

判断された在宅死亡の利用者に対し 24 時間連絡体

制を整備し必要な居宅介護支援を提供した場合 

緊急時等居宅カンファレンス加算 2,000 円 
病院等の求めにより、病院等の職員と居宅を訪問し

カンファレンスを行いサービス等の利用調整した

場合（1月に 2回を限度に） 

6.居宅サービス計画の作成と記録について 

(1)サービス事業者の選定又は推薦にあたり介護支援専門員は、利用者又はその家族の希望

を踏まえつつ公正中立に行います。因って利用者又はその家族は、複数のサービス事業

所の紹介を求めることができます。又、必要に応じ、多様な主体等が提供する生活支援

サービス(インフォーマルサービスを含む)等の紹介も求めることができます。 

(2)介護支援専門員は、サービスの種類、内容、利用料などについて利用者及びその家族に

説明し、利用者から同意を受け、居宅サービス計画を作成します。因って利用者又はそ

の家族から、居宅サービス計画に当該サービス事業所を位置付けた理由の説明を、介護

支援専門員に求めることができます。 

(3)介護支援専門員は利用者の要介護認定有効期間中、居宅サービスを利用している月は、

利用者の状況把握のため、原則１月に１回はご自宅を訪問します。 

(4)利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、又は事業者が居宅サービス計画の変

更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意を持って居宅サービス計画を変

更します。 

(5)サービス提供に関する記録を作成し、これをこの契約終了後 2年間保管します。利用者

からサービス提供記録の開示を求められた場合、事業所にて閲覧していただくことがで

きます。 

7.その他 

(1)入院時における医療機関との連携を促進する観点から、病院又は診療所に入院された場

合は、担当介護支援専門員の氏名・事業所名等を病院又は診療所に伝えて下さい。医療

保険証・お薬手帳等と、担当介護支援専門員の名刺を一緒に保管する事をお勧めします。 

(2)松阪市の三基幹病院に紹介状を持参せず救急搬送され入院に至らなかった場合、選定療

養費 7,700円(税込)を請求されます。【付属別紙：松阪市選定療養費チラシ】参照。 

交通費 

事業実施地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域に訪問・出張する必

要がある場合は、その旅費(実費)の支払いが必要となります。尚、自動車を使

用した場合の交通費は、1km22円となります。 

解約料 利用者はいつでも契約を解約することができ、いっさい料金はかかりません。 
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(3)要介護認定等の更新申請や、利用者の状態の変化に伴い区分変更を希望される場合、申

請が円滑に行えるよう支援します。又、希望に応じ申請の代行を行います。 

(4)要介護認定が更新された場合、認定情報を確認し居宅介護計画に位置づけられたサー 

ビス事業者に交付の為、新しい介護保険証を介護支援専門員が一旦お預かりし、写しを

保管します。利用者の住所等に変更があった場合は速やかに当事業所にお知らせ下さい。 

(5)当事業所は松阪市と委託契約を締結し、要介護認定更新時の認定調査を行っています。 

(6)利用者が介護保険施設等への入所を希望する場合には、施設等への紹介、その他の便宜

の提供を行います。 

(7)当事業所の事業計画及び財務内容については、当事業所にて閲覧する事ができます。 

(8)利用者が安心安全なより良いサービスを利用いただけるように、ハラスメントの防止に

取り組んでいます【付属別紙 3】参照。 

(9)虐待の防止について:当事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、必

要な措置を講じます。    ※虐待防止に関する責任者： 管理者  武藤 幸子  

①虐待防止のための指針を整備。 ②従業者に対する研修を実施。③成年後見制度の利用

を支援。④苦情解決体制を整備。 ⑤事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・

親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合、速やかに市町村

に通知します。 

(10)感染症や災害の対応力強化：感染症や災害が発生した場合、利用者が継続してサービ

ス提供を受けられるよう、業務継続計画(BCP)を策定し、感染症防止対策も行っています。 

 

8．要介護認定前に居宅介護支援の提供が行われる場合の特例事項について 

※利用者が要介護認定申請後、認定結果がでるまでの間、利用者自身の依頼に基づいて、

介護保険による適切な介護サービスの提供を受けるために、暫定的な居宅サービス計画

の作成によりサービス提供を行う際の説明です。 

(1)提供する居宅介護支援について 

①利用者が要介護認定までに、居宅介護サービスの提供を希望される場合には、この契

約の締結後迅速に居宅サービス計画を作成し、利用者にとって必要な居宅サービス提供

のための支援を行います。 

②居宅サービス計画の作成にあたっては、計画の内容が利用者の認定申請の結果を上回

る過剰な居宅サービスを位置づけることのないよう配慮しながら計画の作成に努めます。 

③作成した居宅サービス計画は、認定後に利用者等の意向を踏まえ、適切に見直します。 

(2)要介護認定後の契約の継続について 

要介護認定後、利用者に対してこの契約の継続について意思確認を行い、利用者から当

事業所に対してこの契約を解約する旨の申し入れがあった場合には、契約は終了し解約

料はいただきません。又、利用者から解約の申入れがない場合には、契約は継続します。 

(3)要介護認定の結果、要支援 1・2、事業対象者、自立（非該当）となった場合は、居宅

介護支援費はいただきません。 

但し、要支援、事業対象者となった場合は、利用者の住所を管轄する地域包括支援セン

ターとの三者契約となり利用料金も異なります。 

9．注意事項：要介護認定の結果が不明なため、利用者は以下の点にご注意下さい。 

(1)要介護認定の結果、自立（非該当）となった場合、認定前に提供された居宅介護サービ

スの利用料は、原則的に利用者が全額ご負担いただくことになります。 

(2)要介護認定の結果、認定前に提供されたサービス内容が、認定後の区分支給限度額を上

回った場合、保険給付とならないサービスが生じる可能性があります。この場合、保険

給付されないサービスにかかる費用の全額を、利用者にご負担いただくことになります。 
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【付属別紙 1】 

 

サービス提供の標準的な流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事業所へ居宅サービス計画作成等サービス利用申込み。 

重要事項説明書を用いて当事業所に関すること、居宅サービス計画作

成の手順、 サービスの内容に関して大切な説明を行います。 

居宅サービス計画等に関する契約締結 

※利用者は市役所へ【居宅サービス計画作成依頼届出書】の

提出を行っていただきます。（提出代行も行います） 

事 業 者 の 選 定       

当事業所と契約

をするかどうか

をお決めいただ

きます。 

ケアマネジャーがお宅を訪問し、利用者の解決すべき課題を把握します。 

地域のサービス提供事業者の内容や、料金等をお伝えし、利用するサ

ービスを選んでいただきます。 
利用者による 

サービスの選択 

提供する居宅サービスに関して、居宅サービス計画の原案を作成します。 

計画に沿ってサービスが提供されるようサービス提供事業者等と

サービス利用の調整を行います。（サービス担当者会議開催） 

サービス利用

に関して説明

を行い、利用

者やご家族の

意見を伺い、

同意をいただ

きます 

居宅サービス計画に沿って、サービス利用票・提供票の作成を行います。 

◆ サ ー ビ ス 利 用 ◆ 

原則、利用者の自宅を毎月 1回以上は訪問し、利用者および家族に面接して情報を収集

しサービスの実施状況の把握を行い、サービス提供事業者と連絡調整を行います。 

毎月の給付管理票の作成を行い、国保連合会に提出します。 

利用者の状態について、定期的な再評価を行います。また、提供されるサービスの実施

状況の把握を行います。 

居宅サービス計画の変更を希望される場合、必要に応じて居宅サービス計画の変更を行います。 

サービス変更時・介護保険認定更新時にはサービス担当者会議を開催します。 
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【付属別紙 4】 

 

重要事項の同意書      ［2025年 4月 1日現在］ 

 

説明日    年   月   日 

 

 

居宅介護支援の提供開始にあたり、利用者に対して「重要事項の説明書」に基づき、

重要な事項を説明しました。 

 

 

名称   松阪地区医師会 居宅介護支援事業所 

 

所在地  三重県松阪市白粉町 363番地 

 

説明者 氏名（署名又は記名･押印）                  

 

 

 

私は、「重要事項説明書」により事業所から居宅介護支援についての重要事項の説明を

受け、同意しました。 

 

【利用者】 

     氏名（署名又は記名･押印）                          

 

 

     住所                                

 

 

 

【署名代行者】 

     私は本人の契約意思を確認し、署名代行いたしました。 

 

 

 氏名（署名又は記名･押印）               （続柄：      ）  

 

 

     住所                                 

 

 

署名代行事由                             


